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出産費・家族出産費及び同附加金 

 組合員が出産したときは出産費及び出産費附加金（被扶養者が出産したときは家族出産費及び家族

出産費附加金）が支給されます。 

（注）１ 複数児出産のときは，産児ごとに支給されます。 

２ 妊娠 13 週（85 日）以降の異常分娩（流産，死産等）又は母体保護法に基づく妊娠４か月

以上の胎児の人工妊娠中絶のときにも支給されます。 

３ １年以上組合員であった者が，退職後（任意継続組合員の場合は資格喪失後）６か月以

内に出産したときは，出産費が支給されますが，附加金は支給されません。ただし，退職

後，他の共済組合又は健康保険等から同様の給付を受けるときは，支給されません。 

４ 被扶養者の出産に対して，被扶養者自身が以前加入していた他の共済組合又は健康保険

等から出産費の給付が受けられるときは，支給されません。 

 なお，被扶養者認定から出産まで６か月を経過していないときは，確認書類の提出を求

め 

ることがあります。 

 

支  給  額 出産費・家族出産費  500,000 円（加算額（産科医療補償制度掛金相当額 12,000 円）を含む。） 

 ※ 産科医療補償制度に未加入の医療機関等において出産した場合又は在胎週数 22

週未満で出産（死産を含む。）した場合の支給額は，488,000 円です。［R5.4.1～］ 

出産費附加金・家族出産費附加金  50,000 円 

請 求 書 類 請求方法について，26-2 ページの３つの方法から１つを選択して，下記の該当する

書類を提出してください。 

【直接支払制度を利用する場合】※ 出産後に提出してください。 

・出産費・家族出産費及び同附加金請求書〔整理番号 19〕（注）１ 

・医療機関等が発行する直接支払制度を利用することを合意した文書の写し（注）４ 

・医療機関等が発行する出産費用の内訳を記載した明細書（分娩（出産）費用明細書）

の写し（注）２ 

【受取代理制度を利用する場合】※ 出産予定日２か月前から予定日前までに提出してください。 

・出産育児一時金等支給申請書（受取代理用）（注）３ 

・出産者及び出産予定日が確認できる書類（母子（健康）手帳の写し等） 

【直接支払制度又は受取代理制度を利用しない場合】※ 出産後に提出してください。 

・出産費・家族出産費及び同附加金請求書〔整理番号 19〕 

・医療機関等が発行する直接支払制度を利用しないことを合意した文書の写し（注）４ 

・医療機関等が発行する領収書の写し（注）２ 

 

（注）１ 直接支払制度を利用する場合，共済組合から医療機関等への直接支払の対象となるの 

は出産費（家族出産費）に限られますので，必ず出産費附加金（家族出産費附加金）の

請求手続をしてください。また，直接支払額が出産費（家族出産費）の給付額未満の場

合は，差額の出産費（家族出産費）も併せて請求してください。 

２ 産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎週数 22 週以降に出産（死産を含

む。）した場合は，「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押印されているものか，

産科医療補償制度の対象分娩であることを明記されたものを提出してください。 

 
出産したとき 出産したとき  出産したとき 
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埋葬料及び同附加金（組合員が死亡したとき） 

組合員が公務又は通勤によらない事由により死亡したときは，被扶養者（被扶養者がいない場合

は，実際に埋葬を行い，その費用を負担した実埋葬者）に埋葬料及び同附加金が支給されます。 

 

支給額 埋葬料      50,000 円（注） 

埋葬料附加金  25,000 円（注） 

請求書類 ・埋葬料及び同附加金請求書〔整理番号 37〕 

・死亡の事実が確認できる書類 

（死体埋（火）葬許可証の写し，戸籍抄本等 ※マイナンバー（個人番号）を利用し

た情報連携により添付省略可。） 

・請求者である被扶養者又は実埋葬者の個人口座申出書〔整理番号 54〕 

請求者が実埋葬者の場合は，次の書類も添付してください。 

・埋葬，葬式に直接要した費用の領収書（その内容明細書を含む。） 

・組合員との関係が確認できる書類 

（注） 請求者が実埋葬者の場合は，埋葬料は 50,000 円の範囲内で埋葬，葬式に直接要した実費額が

支給されます。また，埋葬料附加金については，埋葬，葬式に直接要した費用が 50,000 円を超

える場合に限って支給されます。 

 

【資格喪失後の支給】 

組合員が退職後（任意継続組合員の場合は資格喪失後）３か月以内に死亡した場合であっても

埋葬料が支給されます（埋葬料附加金は支給されません。）。ただし，退職後，死亡するまでの

間に他の共済組合又は健康保険等に加入したときは，これらの保険者から給付が行われるため，

共済組合からは支給されません。 

 

家族埋葬料及び同附加金（被扶養者が死亡したとき） 

 被扶養者が業務（公務）又は通勤によらない事由により死亡したときは，組合員に家族埋葬料及び

同附加金が支給されます。 

 

支給額 家族埋葬料      50,000 円 

家族埋葬料附加金  25,000 円 

請求書類 ・家族埋葬料及び同附加金請求書〔整理番号 37〕 

・死亡の事実が確認できる書類 

（死体埋（火）葬許可証の写し，戸籍抄本等 ※マイナンバー（個人番号）を利用し

た情報連携により添付省略可。） 

 

死亡したとき 
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組合員が，公務又は通勤に起因しない病気やけが等により勤務に服することができず，報酬（給

与）の全部又は一部が支給されないときは，次の手当金が支給されます。 

傷病手当金及び同附加金 

組合員（任意継続組合員を除く。）が公務又は通勤に起因しない傷病により療養のため勤務に服

することができず，報酬（給与）が支給されないときは，勤務に服することができなくなった日以後

３日を経過し，同一傷病について，初めて傷病手当金を支給した日から通算して１年６月間（結核性

の病気については３年間）傷病手当金が支給されます。ただし，出産手当金が支給されている期間は，

傷病手当金は支給されません。 

 さらに，組合員が傷病手当金の支給期間満了後も勤務に服することができないときは，同一傷病に

ついて，初めて傷病手当金附加金を支給した日から通算して６月間支給されます。給付水準及び認

定・請求書類は傷病手当金と同様です。 

（注）公務又は通勤に起因する傷病に係る休業補償は，地方公務員災害補償基金により補償されます。 

支 給 額 １日当たりの給付額（１円未満四捨五入）＝平均標準報酬日額×2/3 
（注）１ 平均標準報酬日額（10円未満四捨五入） 

＝支給開始日（給付金の最初の支給対象日）の属する月以前の直近の継続した 
12 か月の各月の標準報酬月額の平均額×1/22 

   ２ 支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が 12か月未満である場合は， 
次に掲げる額のいずれか少ない額に３分の２を乗じて得た額が支給されます。 
・支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の 22分の１ 
 の額（10円未満四捨五入） 
・支給開始日の属する年度の前年度の９月 30日における全組合員の平均標準報酬 

月額の 22分の１の額 
（10円未満四捨五入） 

３ 週休日については支給されません。 
４ 報酬（給与）の一部及び障害年金等が支給される場合は，１日当たりの給付額 

が減額調整されます（調整方法については，31-1 ページ以下を参照）。 
５ 傷病手当金（傷病手当金附加金）は，月単位で支給されます。 
６ 傷病手当金（傷病手当金附加金）と出産手当金の両者を受給できる場合は，１ 

日当たりの給付額が調整されますが，県費組合員の場合，通常は産前産後の休業 
期間に係る出産手当金は支給されないため，調整が生じるのは，市町村費組合員 
で出産手当金が支給される場合です。 

認 定 書 類  給付金の初回請求又は休業期間の延長に伴う請求前に，共済組合から給付期間の認定を受

ける必要がありますので，あらかじめ，下記の認定書類を提出してください。 
・傷病手当金及び同附加金認定申請書〔整理番号 23〕 
・休職辞令の写し 

※ 会計年度任用職員（非常勤職員等）については，無給休暇の期間が確認できる書類の 

 写し（休暇処理簿，出勤簿の写し等） 

・医師の診断書（初診年月日，現在の病状，今後の見込み等が記載されたもの） 
・有給休職を開始した月及びその前月の給与の支給内訳書（各月の給与について，追給又は 

戻入が生じた場合はその内訳書を含む。）の写し 
※ 会計年度任用職員については，無給休暇を開始した月の前月の報酬内訳書及び無給休 

 暇を取得した月の報酬内訳書（報酬が翌月払いの場合は，無給休暇を開始した月の前月 

 の実績が反映された報酬内訳書及び無給休暇を取得した月の実績が反映された報酬内訳 

書） 

【例】５月に無給休暇を取得した職員で，５月分の報酬が６月に支払われる場合  

５月（４月実績分）及び６月（５月実績分）の報酬内訳書を提出する 

・障害年金又は障害手当金を受給している場合（受給権があり，受給予定である場合を含 
む。）は，受給額（年金の場合は年額）が確認できる年金額決定・改定通知書等の写し 

（注）１ 給与の支給内訳書については，無給休職の開始に伴い，給付事由となる傷病に 
つき，初めて認定を受けようとする場合についても，有給休職等の期間において， 
支給された報酬（給与）との調整の有無を確認する必要があるので，提出を要し 
ます。 

      また，病気休暇期間中に報酬全体に占める割合が高い報酬が減額され，傷病手 

 休業したとき 
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当金等が支給される場合は，これに代えて，病気休暇を開始した月及びその前月 
の給与の支給内訳書（各月の給与について，追給又は戻入が生じた場合はその内 
訳書を含む。）の写しを提出してください。 

２ 休業状況又は報酬の支給状況によっては，上記以外の確認書類の提出を求める 
場合があります。 
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介護休業手当金 

 組合員が，介護を必要とする家族の介護を行うため介護休暇を取得して報酬（給与）の全部又は一

部が支給されないときは，介護休業手当金が支給されます。 

 介護休業手当金は，介護休暇の日数を通算して 66 日（週休日，祝日，年末年始の休暇，介護休暇

を半日又は時間単位で取得している日を除いて 66 日）を超えない日数支給されます。ただし，平成

28 年 10 月１日以前に介護休暇を開始した場合は，開始日から起算して３月を超えない期間支給され

ます。 

（注）１ 支給日数（期間）は，介護を必要とする家族の各々が介護を必要とする一の継続する状態 

ごとに判断します。 

２ 介護を必要とする家族の範囲は，次のとおりです。②については，同居している場合に限

ります。 

① 組合員の配偶者，父母，子，配偶者の父母，祖父母，孫，兄弟姉妹 

② 父母の配偶者，配偶者の父母の配偶者，子の配偶者，配偶者の子 

支給額 １日当たりの給付額（１円未満切捨て）＝標準報酬日額×67／100 
ただし，平成 28年７月 31日以前に介護休業を開始した場合は， 
１日当たりの給付額（１円未満切捨て）＝標準報酬日額×40／100 
 (注)１ 標準報酬日額（10円未満四捨五入）＝標準報酬月額×1/22 

２  １日当たりの給付額（給付日額）が，給付上限日額（下記表を参照）を超える 
ときは，給付上限日額を１日当たりの給付額とします。 

   ３ 報酬（給与）の一部が支給されるときは，１日当たりの給付額が減額調整され，

介護休業手当金と報酬の差額が支給されます（調整方法については，31-1 ページ以

下を参照）。 
４ 介護休業手当金は，月単位で支給されます。 

請求書類 下記の請求書類を月単位で提出してください。 
・介護休業手当金請求書〔整理番号 26-2〕      
・介護休暇承認簿の写し 
・当月の介護休暇日において支給された給与の支給内訳書（追給又は戻入が生じた場合はそ

の内訳書を含む。）の写し 
（注）介護休業手当金請求書〔整理番号 26-2〕中の別紙「報酬支給額等証明書兼給付金請

求額計算書」は，給与事務担当者の確認印を受けて提出してください。 

 

育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額 

 育児休業手当金及び介護休業手当金の給付水準は，雇用保険法に定める育児休業給付及び介護休業

給付に準じています。１日当たりの給付額（給付日額）が，次の表の給付上限日額を超えるときは，

給付上限日額が１日当たりの給付額として支給されます。 

なお，雇用保険法に定める賃金日額が変更されたときは，給付上限日額も変更されます（毎年８月

頃）。 

 (注)給付上限日額の具体的な金額については，毎年８月頃，所属に通知しています。 
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全ての国民はいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。 

 退職後，再就職した場合はその職場の健康保険に，また再就職しない場合は，家族が加入している

国民健康保険の被扶養者となるときを除き，共済組合の任意継続組合員制度又は市町村の国民健康保

険のいずれかを選択して加入することになります。 

 

任意継続組合員制度 

退職日の前日まで引き続き１年以上組合員であった者（退職日まで引き続き１年と１日以上組合員

期間のある者）が，退職後再就職しない（再就職先に健康保険制度がない。）とき，申出により引き

続き２年間，組合員であったときと同様に共済組合から短期給付等を受けることができる制度です。                    
加入に際しては，市町村の国民健康保険に加入した場合に生じる国民健康保険税（共済組合の掛金

に相当する額）や給付内容等を比較検討して，どちらに加入するかを選択してください。                                                                     

 

１ 資格の取得                                                          

  退職日を含めて 20 日以内に「任意継続組合員申出書」の提出及び掛金の払込みをしてください。

（例：３月 31 日付退職の場合は，４月 19 日までに手続が必要）申出書の提出と掛金払込みを確認

後，任意継続組合員証（任意継続組合員被扶養者証を含む。）を交付します。 

なお，被扶養者については，在職中に共済組合の認定を受けている場合，希望により継続認定で

きます（引き続き，被扶養者の要件に該当する方のみ）。 

 ※ 年度末退職の場合は，退職前から任意継続組合員の申出を受け付けます。 

 

２ 掛金の払込方法                                                                 

原則として年度毎に一括払いとしますが，希望により月払い又は半期払いもできます。 

  なお，一括払い及び半期払いの場合は，掛金額の割引制度が適用されます。 

 

３ 掛金額 

   1 か月分の掛金額は，「退職時の標準報酬月額」又は「公立学校共済組合の平均標準報酬月額」

のいずれか少ない額に，短期掛金率及び介護掛金率（40 歳未満 65 歳以上の者は，短期掛金率のみ）

を乗じて得た額となります。 

  なお，掛金率は３ページを参照してください。 

○公立学校共済組合の平均標準報酬月額 

   任意継続組合員の掛金の標準となる公立学校共済組合員の標準報酬月額の平均額です。令和６

年度は 380,000 円です。 

 

４ 受給できる短期給付 

  在職中とほぼ同様に短期給付（附加給付を含む。）を受けられますが，傷病手当金附加金，出産

手当金，休業手当金，育児休業手当金及び介護休業手当金は受給できません。なお，短期給付の算

定の基礎となる月額は，掛金の算定基礎なる標準報酬月額とします。                                                           

 

５ 利用できる福祉事業 

（１） 特定健康診査・特定保健指導（63 ページ参照） 

（２） 山の家・海の家利用補助（64 ページ参照） 

（３） 鹿児島宿泊所結婚式場利用補助（64 ページ参照） 

（４） 鹿児島宿泊所会食等利用補助（64 ページ参照） 

（５） 鹿児島宿泊所宿泊利用補助（64 ページ参照） 

 退職後の医療保険制度等 
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（６） 鹿児島宿泊所慶事・法事利用補助（64 ページ参照） 

 

（７） 高額医療貸付け及び出産貸付け（90・88 ページ参照） 

（８） 組合員料金での宿泊施設の利用（96 ページ参照） 

共済組合の宿泊施設を利用する場合に，宿泊施設の窓口で任意継続組合員証を提示すると, 

在職中と同様に組合員料金で利用できます。 

（注） 人間ドックに係る検診費用の補助は利用できません。 

 

６ 資格の喪失 

  任意継続組合員又は被扶養者が次の事由に該当したときは, その資格を喪失しますので,速やか

に当支部へ連絡してください。 

  また，任意継続組合員の資格喪失後の再加入はできませんので注意してください。 

（１）任意継続組合意の資格喪失事由 

   任意継続組合員が次のいずれかに該当したときは，その翌日（イ又はカに該当するときはその

日）から資格を喪失します。 

  ア 任意継続組合員となった日から起算して２年を経過したとき。 

  イ 再就職又は雇用条件等の変更により，勤務先において他の公的医療保険制度の被保険者とな

たとき（被保険者証（組合員証）を交付されたとき）。 

  ウ 任意継続組合員でなくなることを希望する旨の申出をし，それが受理された日の属する月の

末日が到来したとき。 

  エ 死亡したとき。 

  オ 掛金を期日までに払い込まなかったとき。 

  カ 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。 

※ 年度途中の資格喪失に伴う組合員期間未経過分に係る掛金は、還付します。 

なお，還付を受ける権利は時効により２年で消滅します。 

※ 資格喪失後４か月間は、給付金の送金口座は解約しないでください。 

（２）任意継続組合意の資格喪失事由 

   被扶養者が次のいずれかに該当したときは，その資格を喪失します。 

  ア 勤務先において他の公的医療保険制度の被保険者となったとき（被保険者証（組合員証）が

交付されたとき）。 

  イ 直近12か月間の収入の合計が130万円（60歳以上の者又は障害を支給事由とする公的年金の受

給要件に該当する程度の障害を有する者については180万円。以下「認定限度額」という。）

以上あるとき。 

  ウ 雇用契約時点で，給与月額が108,334円（60歳以上の者又は障害を支給事由とする公的年金の

受給要件に該当する程度の障害を有する者については15万円。以下同じ。）を超えることが明

らかなとき。 

  エ 給与月額が不定な雇用形態で，108,334円以上の収入のある月が３か月連続したとき。 

  オ 年金の受給開始又は増額改定により認定限度額以上となったとき。 

  カ 事業所得等がある場合で，年間の総収入額から共済組合が認める必要経費を控除した額が認

定限度額以上となったとき。 

    キ 雇用保険の失業等給付を日額3,612円（60歳以上の者又は障害を支給事由とする公的年金の受

給要件に該当する程度の障害を有する者については，雇用保険の日額及びその他の収入の日額

の合計が5,000円）以上受給するとき。 

  ク 結婚，離婚又は死亡したとき。 

ケ 同居を要件とする者（配偶者の父母，伯（叔）父母等）が組合員と別居したとき。 
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  コ 任意継続組合員が主たる生計維持者ではなくなったとき（被扶養者について任意継続組合員

以外の者が国や地方公共団体から扶養手当等を受給するようになったとき，別居の被扶養者に

対して生計費を送金等しなくなったときなど）。 

  サ 国内に住所を有しなくなったとき（日本国内に生活の基礎があると認められる場合は除く。）。 

 シ 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。 

 

※ 被扶養者の資格確認（検認）を毎年８月頃実施します。遡って被扶養者認定を取り消すこと 

がないように，日頃から被扶養者の収入状況等について確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


